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お問い合わせは、鬼北町役場☎45-1111または日吉支所☎44-2211まで。

鬼
北
町
臨
時
職
員
募
集

総
務
課　

内
線
２
３
３

国
民
年
金
保
険
料

納
付
の
ご
案
内

町
民
課　

内
線
２
１
６

募
集
職
種

　

①
一
般
事
務
補
助
等　

②
保
育
士

　

③
調
理
師　

④
看
護
師　

　

⑤
保
健
師　

⑥
運
転
手
（
大
型
車
）

　

⑦
ボ
イ
ラ
ー
技
師　

⑧
校
務
員

　

⑨
接
客
員　

⑩
宿
直

　

⑪
労
務
職　

⑫
作
業
所
指
導
員

募
集
人
員

　

い
ず
れ
の
業
務
も
若
干
名

募
集
期
間

　

11
月
17
日
㈪
〜
12
月
５
日
㈮

勤
務
時
間

　

終
日
ま
た
は
パ
ー
ト

応
募
資
格

○ 

鬼
北
町
に
住
所
を
有
す
る
者
、
ま

た
は
、
採
用
決
定
後
鬼
北
町
に
住

所
を
移
す
こ
と
が
可
能
な
者

○ 

地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
該
当
し

な
い
者

○
資
格
要
件

　

 

募
集
職
種
の
④
〜
⑦
に
つ
い
て
は
、

資
格
を
有
す
る
者
。
募
集
職
種
の

②
と
③
に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
、

当
該
職
種
の
資
格
を
有
す
る
者
。

○ 

年
齢
要
件
（
平
成
21
年
４
月
１
日

現
在
）

　

 

募
集
職
種
の
①
②
④
⑤
に
つ
い
て

は
、
18
歳
以
上
59
歳
以
下
の
者
。

そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
18
歳
以

上
64
歳
以
下
の
者
。

応
募
方
法

　

最
近
６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
写

真
を
指
定
履
歴
書
に
貼
付
し
、
鬼
北

町
役
場
総
務
課
庶
務
係
に
提
出
。
有

資
格
者
は
、
資
格
証
等
の
写
し
を
履

歴
書
に
添
付
。

試
験
の
日
時

　

12
月
20
日
㈯
お
よ
び
21
日
㈰

試
験
の
場
所

　

鬼
北
町
役
場

試
験
の
方
法

　

口
述
（
面
接
）
試
験

　

平
成
20
年
10
月
か
ら
愛
媛
県
内
の

社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
国
民
年
金

保
険
料
の
未
納
と
な
っ
て
い
る
方
に

対
す
る
「
電
話
や
文
書
に
よ
る
納
付

督
励
」
や
「
個
別
訪
問
に
よ
る
納
付

督
励
お
よ
び
保
険
料
の
収
納
業
務
」

に
つ
い
て
、
民
間
委
託
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、「
競
争
の
導
入
に
よ
る
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、
社
会
保
険
庁
が
行
っ
て

き
た
事
業
に
民
間
事
業
者
の
参
入
機

会
を
拡
げ
、
民
間
事
業
者
の
創
意
工

夫
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
に
よ
り
、
低

コ
ス
ト
で
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
目
指
す
「
市
場
化
テ
ス
ト
事
業
」

と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
社
会

保
険
庁
（
愛
媛
社
会
保
険
事
務
局
）

か
ら
委
託
を
受
け
た
民
間
事
業
者
が

皆
さ
ん
の
年
金
受
給
権
を
確
保
す
る

た
め
電
話
や
文
書
、
戸
別
訪
問
な
ど

で
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
ご
案

内
を
行
っ
て
い
ま
す
。

納
付
督
励
業
務
を
行
う
民
間
事
業
者

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
債
権
回
収
株
式
会

社　

☎
０
２
２
・
２
１
１
・
７
２
９
０

（
仙
台
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
発
信
専
用

番
号
）

◎ 

民
間
事
業
者
に
提
供
す
る
個
人
情

報
は
、
納
付
督
励
を
行
う
上
で
必

要
と
な
る
国
民
年
金
保
険
料
の
未

納
者
情
報
に
限
定
し
て
お
り
、
ま

た
、
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
「
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
15
年
法
律
第
57
条
）」
や
本

事
業
に
係
る
委
託
契
約
等
に
よ

り
、
目
的
外
使
用
や
閲
覧
、
漏
洩
、

複
写
等
を
禁
じ
る
な
ど
厳
格
な
安

全
管
理
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

◎ 

民
間
事
業
者
の
電
話
に
よ
る
納
付

督
励
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者

が
設
置
し
た
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
県
外
の
拠
点
）
か
ら
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
一
定
の
所
得
が
あ
り
な
が

ら
再
三
の
納
付
督
励
に
も
応
じ
な
い

方
に
対
し
て
、
最
終
催
告
状
の
送
付

を
行
い
、
さ
ら
に
督
促
状
を
発
行
し

て
指
定
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い

狩
猟
期
間
の
開
始
に
つ
い
て

産
業
課　

内
線
２
６
６

　

11
月
15
日
㈯
か
ら
狩
猟
期
間
に
入

り
ま
し
た
。
期
間
は
、
来
年
２
月
15

日
㈰
ま
で
で
す
。（
た
だ
し
、
イ
ノ
シ

シ
・
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
つ
い
て
は
３
月

15
日
㈰
ま
で
）

　

期
間
中
は
、
当
町
で
休
猟
区
に
指

定
さ
れ
て
い
る
父
野
川
休
猟
区
と
御

開
山
休
猟
区
で
も
、
特
例
に
よ
り
イ

ノ
シ
シ
と
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
狩
猟
が
行

わ
れ
ま
す
。
山
に
入
ら
れ
る
方
は
、

明
る
い
服
装
で
、
音
を
出
す
た
め
の

ラ
ジ
オ
を
携
帯
す
る
な
ど
、
事
故
防

止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

資
格
商
法
の
ト
ラ
ブ
ル

（
二
次
被
害
も
！
）

産
業
課　

内
線
２
６
１

方
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
事
務
所

の
職
員
が
強
制
徴
収
（
差
押
え
）
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

 

愛
媛
社
会
保
険
事
務
局
宇
和
島
事

務
所　

☎
22
・
５
４
４
０
㈹

資
格
商
法
と
は

　

仕
事
中
の
勤
務
先
や
自
宅
に
、
資

格
取
得
講
座
の
受
講
を
勧
め
る
電
話

を
執
拗
に
か
け
て
き
て
、「
受
講
す
る


